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投資型減税 ローン型減税

すべての居室の窓の省エネ改修（+床や壁、天井などの
省エネ改修）を行った場合、控除対象限度額200 万円
（併せて太陽光発電設備を設置する場合は控除対象限
度額300 万円）の10％が、その年の所得税から減税

A)特定の省エネ改修に係る工事費相当（控除対象限度額
200万円まで）の年末ローン残高の２％

B)それ以外の部分の年末ローン残高の１％  
控除対象限度額はA)+B)で1000万円
上記金額が5年間所得税から減税

新築 リフォーム

下記のいずれかを満たす住宅に対して、一律30万ポイ
ント（30万円相当）

■省エネ基準（平成11年基準＝いわゆる次世代省エネ
基準）を満たす木造住宅

■住宅事業主の判断の基準（＝いわゆるトップランナ
ー基準　次世代省エネ基準の住宅性能+冷暖房給湯設
備等でのエネルギー消費量を10％削減）相当の住宅

下記の省エネリフォームに対して、上限30万ポイント
（30万円相当）

■内窓設置・外窓交換
　大：1.8万　中：1.2万　小：0.7万
■ガラス交換
　大：0.7万　中：0.4万　小：0.2万
■外壁：10万　■屋根・天井：3万
■床：5万　※単位はいずれもポイント

併せて行うバリアフリーリフォームにもポイントあり
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